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教育人事企画課 

 

港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

 

１ 背景 

   近年、複雑・高度化する行政課題に対応するため、高年齢層職員の能力及び

経験の活用が進められてきております。 

   国では、定年前の職員と同様に、再任用された職員が公務上の必要により転

居を伴う異動を行う場合があるなど、再任用制度創設時には想定されていなか

った人事運用の変化が生じています。こうした状況を踏まえ、給与面でも更に

支援する必要があるとした上で、現在支給されていない手当の中で異動の円滑

化に資するものとして、住居手当を新たに支給することとしました。 

   特別区においても国の給与制度との均衡等を踏まえ、高年齢層職員の能力及

び経験の活用を図るため、支給要件を満たす再任用職員に対して、新たに住居

手当を支給することとします。 

 

２ 改正内容 

   支給要件を満たす定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対し、

住居手当を支給するため文言を改正します。 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 

令和７年２月１０日 

教育委員会議案資料 No.２-３ 

審議内容 

 本案は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員を住居手当の支給対

象とするため「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例」の一部改正を行うも

のです。 


